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二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
一
二
月
の
民
主
党
か
ら
自
由
民
主
党
（
自
民
党
）
へ
の
政
権
交
代
に
よ
り
、
日
本
の
公
共
政
策
の

企
画
立
案
過
程
は
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
以
前
の
自
民
党
の
枠
組
に
回
帰
し
た
。
第
二
次
安
倍
政
権
と
そ
の
官
邸
主
導
の
手

法
は
様
々
な
識
者
の
注
目
を
集
め
た
が
、
総
選
挙
で
勝
ち
続
け
る
反
面
、
毎
年
の
よ
う
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
出
続
け
る
政
権
に
対
す

る
国
民
の
不
信
感
は
、
野
党
第
一
党
の
民
主
党
と
民
進
党
、
立
憲
民
主
党
と
い
っ
た
そ
の
後
継
政
党
へ
の
期
待
と
こ
れ
を
受
け
た
政
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権
交
代
と
い
う
形
で
は
反
映
さ
れ
ず
、
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
九
月
に
至
る
ま
で
安
倍
晋
三
政
権
が
続
い
た
。
こ
の
こ
と
に
は
、

野
党
第
一
党
が
い
ず
れ
も
民
主
党
時
代
の
幹
部
を
代
表
や
幹
事
長
と
い
っ
た
主
要
幹
部
を
擁
す
る
、
い
わ
ば
失
敗
し
た
と
み
な
さ
れ

て
い
る
民
主
党
政
権
の
象
徴
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

安
倍
晋
三
の
首
相
と
し
て
の
連
続
在
職
日
数
は
二
八
二
二
日
、
通
算
在
職
日
数
は
三
一
八
八
日
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
日
本
政
治
史

上
最
長
で
あ
る
。
政
権
の
降
板
は
安
倍
の
体
調
不
良
が
理
由
と
さ
れ
、
安
倍
は
八
月
二
八
日
に
記
者
会
見
を
開
き
そ
の
退
任
理
由
を

広
く
説
明
し
た
。
次
期
自
民
党
総
裁
選
挙
に
お
け
る
菅
義
偉
の
勝
利
に
は
安
倍
の
所
属
す
る
細
田
派
が
党
内
最
大
派
閥
と
し
て
支
持

を
寄
せ
た
。
退
陣
直
前
に
毎
日
新
聞
が
社
会
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
と
共
同
で
実
施
し
た
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
九
月
八
日
付
の

世
論
調
査
に
よ
る
と
、
安
倍
内
閣
の
支
持
率
は
五
〇
％
を
記
録
し
て
お
り
、
一
定
の
影
響
力
を
維
持
し
た
退
陣
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
（
毎
日
新
聞
二
〇
二
〇
年
）。

　

第
二
次
安
倍
政
権
に
は
、
第
一
次
安
倍
政
権
（
二
〇
〇
六
～
二
〇
〇
七
年
）
や
続
く
福
田
康
夫
政
権
（
二
〇
〇
七
～
二
〇
〇
八
年
）、

麻
生
太
郎
政
権
（
二
〇
〇
八
～
二
〇
〇
九
年
）、
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
政
権
（
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
〇
年
）、
菅
直
人
政
権
（
二
〇
一
〇

～
二
〇
一
一
年
）、
野
田
佳
彦
政
権
（
二
〇
一
一
～
二
〇
一
二
年
）
と
い
っ
た
諸
政
権
と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
ら
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
諸
政
権
は
、
強
力
な
政
権
基
盤
を
構
築
せ
ず
、
そ
の
任
期
中
に
お
い
て
は
政
策
面
を
含
め
目

立
っ
た
実
績
が
少
な
く
、
一
年
前
後
の
任
期
を
経
て
退
任
し
た
。
こ
れ
ら
と
比
べ
た
場
合
、
第
二
次
安
倍
政
権
は
、
二
〇
一
五
年

（
平
成
二
七
年
）
の
平
和
安
全
法
制
の
よ
う
な
国
内
で
相
当
程
度
の
反
対
が
あ
る
立
法
を
実
現
さ
せ
、
日
本
銀
行
の
い
わ
ゆ
る
「
異
次

元
緩
和
」
に
代
表
さ
れ
る
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
実
施
の
よ
う
に
、
実
質
的
な
影
響
の
あ
る
政

策
を
企
画
実
施
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
れ
ば
、
第
二
次
安
倍
政
権
が
二
〇
一
〇
年
代
の
日
本
政
治
に
お
い
て
注
目
す
べ

き
政
権
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
次
安
倍
政
権
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
の
研
究
や
報
道
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
同
政
権
に
お
い
て
は
、
菅
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義
偉
内
閣
官
房
長
官
、
今
井
尚
哉
首
席
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
（
政
務
担
当
）（
後
に
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
兼
務
）、
麻
生
太
郎
財
務

大
臣
、
谷
垣
禎
一
自
民
党
幹
事
長
及
び
そ
の
後
任
の
二
階
俊
博
幹
事
長
、
甘
利
明
経
済
財
政
担
当
大
臣
、
及
び
谷
内
正
太
郎
内
閣
顧

問
（
後
に
初
代
国
家
安
全
保
障
局
長
）
が
そ
の
意
思
決
定
の
中
核
メ
ン
バ
ー
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば　

田
崎　
二
〇
一
四
年
）。

時
が
進
む
に
つ
れ
て
こ
の
メ
ン
バ
ー
は
入
れ
替
わ
る
が
、
菅
官
房
長
官
、
今
井
秘
書
官
、
麻
生
財
務
相
に
つ
い
て
は
、
政
権
の
初
め

か
ら
終
わ
り
ま
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
飯
尾　
二
〇
一
九
年
）。

　

こ
の
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
政
権
に
と
っ
て
重
要
と
認
め
ら
れ
た
政
策
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
場
合
と
そ
れ
以
外
の
、
い

わ
ば
定
常
的
な
政
策
に
関
す
る
意
思
決
定
を
行
う
場
合
に
異
な
る
手
法
を
取
っ
て
い
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
政
権
に
と
り
重
要
と
み

な
さ
れ
た
問
題
に
対
す
る
政
策
の
意
思
決
定
の
一
例
と
し
て
、
学
校
法
人
加
計
学
園
と
獣
医
学
部
設
置
規
制
に
関
す
る
規
制
改
革
を

検
討
す
る
。
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
を
主
た
る
関
心
事
項
と
し
、
分
析
の
枠
組
と
し
て
、
コ
ア
・
エ
グ

ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
と
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
考
え
方
に
基
づ
く
。
こ
れ
ら
の
枠
組
を
踏
ま
え
て
関
係
者
の
在
り
方
と
こ
れ
ら
関
係
者
の

在
り
方
を
規
定
す
る
構
造
の
在
り
方
を
議
論
す
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
次
節
と
第
三
節
で
は
、
分
析
の
枠
組
で
あ
る
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
と
政
策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
概
要
に
つ
い
て
論
じ
る
。
続
く
節
で
は
、
加
計
学
園
問
題
を
分
析
す
る
。
最
終
節
で
は
、
そ
の
意
味
を
検
討
し
、

意
義
を
議
論
す
る
。

二　

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
諸
議
論
は
、
二
一
世
紀
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
顕
在
化
し
て
き
た
様
々
な
統
治
（governing

）
の
課
題
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
二
〇
世
紀
の
前
半
に
至
る
ま
で
の
間
に
主
流
で
あ
っ
た
指
令
（com

m
and

）
と
支
配
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（control

）
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
の
有
効
性
を
失
っ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る）

1
（

。
一
国
の
政
治
を
中
心
課
題
と
し
て
捉
え

た
場
合
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
そ
し
て
各
種
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
調
整
活
動
が
重
要
な
検
討
対

象
と
な
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
国
家
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
概
念
が
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
国
家

を
中
心
と
し
た
政
治
・
行
政
の
在
り
方
に
対
す
る
対
論
と
し
て
出
現
し
た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
ガ
バ
メ
ン
ト
（
政

府
）
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
は
専
門
家
の
間
で
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
（
西
岡　
二
〇
〇
六
年
）。
他
方
で
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
時
代
の
到
来
と
共
に
民
営
化
な
ど
政
府
の
組
織
や
手
法
の
改
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
こ
れ
ら
政
府
の
「
再

構
築
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
社
会
の
変
化
に
伴
い
生
ま
れ
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
容
、
す
な
わ
ち
政
治

家
や
行
政
官
の
流
動
的
な
力
関
係
の
変
化
や
主
要
関
係
者
間
の
様
々
な
交
渉
取
引
を
通
じ
て
国
家
が
再
構
築
さ
れ
変
容
し
て
い
く
こ

と
を
動
的
に
把
握
す
る
取
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。（
例　

Richards 2008

、M
arsh et al. 2001, 2003

）

　

こ
の
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
そ
の
変
容
を
巡
る
様
々
な
研
究
や
議
論
の
中
で
、
本
稿
は
パ
ワ
ー
の
所
在
に
着
目
し
た
議
論
に
注
目

し
、
こ
の
観
点
か
ら
国
家
の
変
容
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
政
治
と
政
策
過
程
の
世
界
に
お
い
て
、
誰
が
、
何
故

に
パ
ワ
ー
を
持
ち
得
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
文
脈
に
照
ら
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
に
お
い
て
は
、
何
人
か

の
「
大
物
首
相
」、「
大
物
族
議
員
」、
大
蔵
省
と
い
っ
た
関
係
者
が
政
策
過
程
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
力
を
ふ
る
っ
た
こ
と
は
多

く
の
識
者
が
認
め
て
き
た
。
彼
ら
の
パ
ワ
ー
の
個
々
の
特
徴
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
一
つ
共
通
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
者
が

す
べ
て
日
本
の
国
の
機
構
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
族
議
員
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
ら
が

選
挙
に
敗
れ
議
席
を
失
っ
た
際
に
は
直
ち
に
そ
の
政
治
的
影
響
力
を
失
っ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
政
治
と
政
策
の

関
係
者
は
国
の
機
構
に
何
ら
か
の
立
場
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
パ
ワ
ー
の
源
泉
は
国
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、V

ogel

（1996

）
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
国
の
関
係
者
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、

政
策
の
企
画
立
案
過
程
に
お
け
る
関
係
者
の
力
関
係
の
変
化
や
政
策
を
巡
る
構
造
を
簡
潔
な
形
で
明
ら
か
に
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
こ
で
本
稿
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
概
念
と
し
て
、
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
（core executive

）
の
枠
組

を
検
討
す
る
。

三　

コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
と
日
本
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
析
の
限
界
を
指
摘
す
る
一
九
九
〇
年
代
の
英

国
政
治
学
の
議
論
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
の
初
期
の
例
と
し
て
はM

adgw
ick

（1991

）
が
あ
り
、
彼
は
「central executive 

territory

」
と
い
う
語
で
「
首
相
、
内
閣
、
議
会
委
員
会
、
内
閣
府
、
首
相
府
の
集
合
体
を
構
成
す
る
大
臣
、
補
佐
官
、
行
政
官
と

い
っ
た
者
を
含
め
て
」
示
し
た
（
五
頁
）。
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
上
で
、D

unleavy and Rhodes

（1990

）
は
、
初
め
て
「core 

executive

」
と
い
う
語
を
英
国
政
府
の
中
央
政
策
調
整
機
関
を
現
代
的
に
概
念
化
す
る
言
葉
と
し
て
提
議
し
た
訳
で
あ
る
が
、
そ

の
具
体
的
な
定
義
は
「
機
能
的
に
、
中
央
政
府
の
政
策
を
ま
ず
取
り
ま
と
め
統
合
す
る
す
べ
て
の
機
関
と
構
造
、
ま
た
は
、
政
府
の

機
構
の
異
な
る
部
門
の
間
の
紛
争
の
行
政
部
内
で
の
最
終
的
な
調
停
者
と
し
て
行
動
す
る
者
」
と
い
う）

2
（

（
四
頁
）。
こ
の
機
能
的
な

定
義
はRhodes

（1995

）
に
よ
り
更
に
深
化
さ
れ
る
。
彼
は
こ
の
中
でcore executive

を
「
中
央
政
府
の
政
策
を
調
整
し
政
府

の
機
構
の
異
な
る
部
門
の
間
の
紛
争
を
最
終
的
に
調
停
す
る
す
べ
て
の
機
関
と
手
続）

3
（

」
と
し
て
定
義
し
た
。Rhodes

（1995

）
に
よ

れ
ば
、

短
く
言
え
ば
、core executive

と
は
、
首
相
、
内
閣
、
閣
僚
委
員
会
、
そ
し
て
そ
の
公
式
な
相
手
方
、
よ
り
非
公
式
な
大
臣
の
「
ク
ラ

ブ
」
や
会
議
、
二
者
間
の
協
議
や
省
際
の
委
員
会
を
取
り
巻
く
複
雑
な
網
を
カ
バ
ー
す
る
、
機
構
の
中
核
（heart

）
で
あ
る
。Core 
executive

は
ま
た
、
調
整
官
庁
、
主
に
内
閣
府
、
大
蔵
省
、
外
務
省
、
法
制
官
僚
、
Ｍ
Ｉ
5
お
よ
び
Ｍ
Ｉ
6
を
含
む
の
で
あ
る）

4
（

。（p.12

）

と
い
う
定
義
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
各
省
を
加
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
はSm

ith

（1999

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
各
省
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が
中
央
政
府
部
内
の
中
核
を
な
す
政
策
立
案
単
位
（the core policy-m

aking units w
ithin central governm

ent

）
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
れ
ら
各
省
がcore executive

の
組
織
に
お
け
る
枢
要
の
関
係
者
で
あ
る
大
臣
に
よ
り
率
い
ら
れ
て
い
る
こ
と）

5
（

」
の
二

つ
を
理
由
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
概
念
は
、
首
相
や
内
閣
と
い
う
特
定
の
地
位
や
こ
れ
ら
に
就
く
政
治
家
な
ど
の
関
係
者
の
相
対
的
な
力
に
注
目
す
る
従
来
の

英
国
政
治
の
研
究
に
対
す
る
批
判
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
（Rhodes 2007

）。Sm
ith

（1999

）
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
モ
デ
ル
で
あ
る

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
は
、
制
度
論
的
、
行
動
主
義
的
、
か
つ
憲
法
主
義
的
で
あ
り
、
パ
ワ
ー
が
観
察
可
能
で
あ
る
と
い

う
見
方
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
内
閣
、
首
相
、
行
政
官
と

い
っ
た
特
定
の
関
係
者
や
制
度
に
パ
ワ
ー
が
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。Sm

ith

（1999

）
は
こ
の
点
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

重
要
な
実
証
要
素
の
提
供
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
分
析
は
憲
法
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
パ
ワ
ー
の
定
義
の
明
確
化
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
パ
ワ
ー
の
定
義
は
未
精
査
で
静
的
で
あ
る
。
パ
ワ
ー
は
制
度
か
個
人
に
由
来
し
問
題
や
文
脈
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
そ
の
個
人
に
固

着
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
パ
ワ
ー
は
首
相
か
ら
内
閣
に
時
を
経
て
動
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
特
定
の
状
況
に
お
い
て
流
動
的
と
は
見
な

さ
れ
な
い
。
加
え
て
、
関
係
者
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
関
連
付
け
る
か
、
関
係
が
時
を
越
え
て
ど
う
多
様
化
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
関
す
る
問
題
意
識
は
無
い）

6
（

。（p.13

）

Sm
ith

（1999

）
は
ま
た
、
こ
れ
ら
従
来
の
モ
デ
ル
の
欠
点
と
し
て
そ
の
関
係
者
の
人
格
や
個
人
的
な
実
行
力
を
重
ん
じ
る
点
を
挙

げ
て
い
る
。
重
要
な
関
係
者
の
人
格
や
そ
の
依
存
す
る
も
の
に
過
度
に
注
目
す
る
た
め
に
制
度
の
よ
う
な
他
の
要
素
が
捨
象
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（p.14

）。

　

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
の
指
す
と
こ
ろ
は
、
伝
統
的
な
行
政
学
の
指
す
執
政
と
は
異
な
る
事
で
あ

る
。
執
政
と
は
、
伝
統
的
な
行
政
学
で
は
「
行
政
権
の
最
高
決
定
権
者
を
中
心
と
す
る
活
動
の
こ
と
」
と
さ
れ
る
（
村
松　
二
〇
〇
一

年
：
四
七
頁
）。
村
松
に
よ
れ
ば
、
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日
本
や
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
で
は
、
執
政
は
、
行
政
部
門
を
直
属
の
補
佐
機
構
と
し
て
、
内
閣
と
行
政
シ
ス
テ
ム
の
活
動
の
統
一
を
は

か
っ
て
い
る
。
…
日
本
で
言
え
ば
、
執
政
部
分
は
、
内
閣
総
理
大
臣
（
首
相
）、
諸
大
臣
、
そ
れ
に
こ
れ
を
補
佐
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
活
動
と

い
う
こ
と
に
な
る
、
従
っ
て
、
官
邸
と
い
う
俗
な
言
い
方
で
表
現
さ
れ
る
首
相
と
そ
の
直
属
ス
タ
ッ
フ
よ
り
も
広
く
、
内
閣
や
大
臣
な
ど
を

含
む
こ
と
ま
で
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
政
権
党
内
の
有
力
幹
部
や
官
僚
の
ト
ッ
プ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
執
政
部
門
と
し
て
勘
定

し
な
い
の
が
適
切
で
あ
る
。
政
党
は
、
非
公
式
の
存
在
で
あ
る
し
、
官
僚
の
ト
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
執
政
の
補
助
者
と
見
れ
ば
良
い
。
た
だ
、

執
政
部
門
の
活
動
を
見
る
場
合
に
は
、
議
論
は
内
閣
と
各
省
官
僚
と
の
関
係
、
首
相
と
政
治
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
、
大
臣
と
外
部
ア
ク
タ
ー

と
の
関
係
、
大
臣
と
政
治
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
等
に
及
ぶ
。（
四
八
頁
）

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
村
松
（
二
〇
〇
一
年
）
が
こ
の
章
の
冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
行
政
シ
ス
テ
ム
の
理
解
を
主
た
る
目
的
と
し
て

お
り
、
こ
れ
は
「
行
政
学
と
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
行
政
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
担
当
す
べ
く
採
用
さ
れ
た
行

政
シ
ス
テ
ム
と
、
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
官
僚
集
団
の
役
割
と
行
動
に
研
究
を
行
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
学
問
で
あ

る
」（
二
頁
）
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、D

unleavy

、Rhodes

、Sm
ith

以
来
の
コ
ア
・
エ
グ

ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
の
概
念
は
、
前
述
の
よ
う
に
中
央
政
府
に
お
け
る
政
策
の
調
整
決
定
機
構
と
そ
の
政
策
調
整
の
過
程
に
焦
点
を
置
い
て

検
討
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
執
政
部
門
の
活
動
ま
で
視
野
に
入
れ
た
広
義
の
執
政
の
概
念
と
重
な
る
部
分
は
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
異
な
る
問
題
意
識
の
元
に
設
定
さ
れ
た
概
念
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
は
、
日
本
に
お
い
て
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
（
伊
藤　
二
〇
〇
八
年
）、
政
官
関
係
（
曽
我　
二
〇
〇
八

年
）
な
ど
の
観
点
か
ら
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
後
者
は
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
定
量
分

析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
説
明
す
る
枠
組
と
し
て
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
れ

を
通
じ
て
変
容
す
る
日
本
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
の
立
場
か
ら
見
た

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
国
家
の
中
に
い
る
関
係
者
（state actors

）
と
国
家
の
外
、
い
わ
ゆ
る
社
会
の
中
に
存
在
す
る
関
係
者
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（societal actors

）
が
、
そ
れ
そ
れ
お
互
い
に
政
策
立
案
に
資
す
る
資
源
を
交
換
し
な
が
ら
政
策
を
形
成
し
実
施
し
て
い
く
一
連
の

過
程
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
政
策
資
源
の
交
換
を
通
じ
た
意
思
決
定
は
、
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
の
本
質
と
言
い
得
る
も
の
で
、

恐
ら
く
こ
の
概
念
の
核
と
な
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
政
策
資
源
の
交
換
を
通
じ
て
、
政
策
立
案
を
含
む
国
家
の
意
思
決
定
が
行
わ

れ
る
。
国
家
の
関
係
者
は
国
家
の
政
策
資
源
、
例
え
ば
国
会
に
お
け
る
影
響
力
、
法
案
立
案
能
力
と
い
っ
た
も
の
を
有
す
る
に
対
し
、

そ
れ
以
外
の
関
係
者
は
国
家
の
関
係
者
の
資
源
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
政
策
資
源
を
持
た
な
い
。
こ
の
状
態
は
、
国
家
の
関
係
者
に
つ

い
て
み
た
場
合
、
国
家
の
外
の
関
係
者
に
比
べ
て
非
対
称
的
な
優
位
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
場
合
、
具
体
的
に
は

首
相
、
政
務
三
役
な
ど
の
内
閣
の
政
治
家
に
加
え
て
関
係
す
る
主
要
閣
外
与
党
国
会
議
員
、
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
な
ど
の
関
係
省

庁
が
そ
の
具
体
的
な
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
を
構
成
す
る
関
係
者
と
し
て
想
定
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
は
中
央
政
府
に
お
け
る
政

策
決
定
に
お
い
て
そ
れ
以
外
の
者
に
比
べ
て
、
政
策
立
案
や
実
施
の
過
程
に
お
い
て
そ
れ
以
外
の
関
係
者
に
比
べ
て
、
主
要
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
優
越
的
な
立
場
に
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
政
策
過
程
と
決
定
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
場
合
、
こ
の
非
対
称
的
な

優
位
は
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
国
の
意
思
決
定
に
直
接
関
係
す
る
政
治
家
や
行
政
官
は
、
彼
ら
を
通
じ
て
政
策
過
程
に

影
響
を
及
ぼ
す
企
業
、
組
合
、
消
費
者
団
体
、
市
民
団
体
な
ど
他
の
関
係
者
に
比
べ
て
政
策
過
程
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
影
響
の
度

合
い
が
深
く
、
し
た
が
っ
て
重
要
度
が
高
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
こ
れ
を
動
か
す
パ
ワ
ー
を
検
討
の
中
心
に
置
い
た
場
合
、
国
家
の
変

容
は
そ
の
中
心
課
題
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
直
接
関
わ
る
関
係
者
（state actors

）、
す
な
わ
ち
、
国
会
議
員
や
行
政
官
は

政
策
の
立
案
か
ら
実
施
に
至
る
一
連
の
過
程
に
お
い
て
核
と
な
る
存
在
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
国
家
に
直
接
関

わ
る
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
国
家
は
、
二
一
世
紀
の
現
在
に
お
い
て
も
引
き
続
き
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
り
、
政

策
分
野
を
考
え
る
際
に
は
重
要
な
存
在
で
あ
る
。（
な
お
、
本
稿
の
検
討
す
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
の
関
係
者
と

国
家
の
関
係
者
が
か
な
り
の
程
度
重
複
す
る
が
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
国
家
の
関
係
者
で
あ
っ
て
も
中
央
政
府
の
意
思
決
定
に
関
与
し
な
い

者
、
例
え
ば
地
方
機
関
や
現
場
の
国
家
公
務
員
な
ど
は
、
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
に
は
入
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
英
国
な
ど
の
独
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立
規
制
機
関
は
、
同
じ
く
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
に
入
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。）

　

本
稿
は
、
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
意
思
決
定
を
通
じ
た
規
制
分
野
の
統
治
の
変
容
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
こ
れ
ら
の

分
野
の
統
治
を
通
じ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
次
節
以
降
で
は
、
加
計
学
園
問
題
と
関
連
す
る

獣
医
学
部
の
新
設
に
関
す
る
規
制
改
革
を
取
り
上
げ
、
そ
の
具
体
的
な
変
容
振
り
を
通
じ
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
姿
を
検
討
す
る
。

四　

規
制
改
革
：
獣
医
学
部
設
置
規
制
と
加
計
学
園
問
題

　

規
制
改
革
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
三
本
柱
の
一
つ
で
あ
る
構
造
改
革
の
柱
で
あ
る
と
と
も
に
、
成
長
戦
略
の
柱
と
し
て
重
要
な
扱

い
を
受
け
て
き
た
。

　

規
制
改
革
は
、
第
二
次
安
倍
政
権
に
お
い
て
は
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
一
月
の
政
令
に
よ
る
規
制
改
革
を
調
査
審
議
す
る

総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
規
制
改
革
会
議
の
設
置
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
沿
革
は
古
く
、

池
田
勇
人
内
閣
の
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
一
次
臨
調
）
の
「
許
認
可
等
に
関
す
る
意
見
」（
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
六
月
）
に
遡

る
こ
と
が
で
き
る
（
久
保
田　
二
〇
〇
九
年
：
三
頁
）。
第
一
次
臨
調
の
意
見
を
受
け
て
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、

許
認
可
等
の
整
理
合
理
化
が
「
行
政
の
簡
素
化
」
と
い
う
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
（
久
保
田　
二
〇
〇
九
年
：
四
頁
）。

　

鈴
木
善
幸
内
閣
の
下
で
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）
三
月
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
次
臨
調
：
会
長
は
、
土
光
敏

夫
経
団
連
会
長
）
で
は
、
第
一
次
臨
調
の
「
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
」
に
加
え
て
、「
許
認
可
等
の
整
理
合
理
化
」
を
副
題
と
す
る

第
二
次
答
申
（
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
）
二
月
）
が
「
民
間
活
力
の
助
長
」
と
い
う
経
済
的
規
制
の
緩
和
に
つ
な
が
る
論
点
を
打

ち
出
し
て
同
年
の
法
改
正
に
よ
る
三
五
法
律
の
許
認
可
等
の
整
理
に
つ
な
げ
、
中
曽
根
康
弘
内
閣
の
下
第
五
次
答
申
（
最
終
答
申
）

（
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
八
年
）
三
月
）
が
国
際
関
係
の
進
展
の
中
で
障
害
に
な
っ
て
い
る
許
認
可
等
に
対
す
る
早
急
な
対
応
を
図
る
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と
し
、
対
外
的
観
点
を
踏
ま
え
た
許
認
可
等
の
整
理
合
理
化
を
求
め
る
と
と
も
に
、
許
認
可
に
加
え
て
そ
の
周
辺
の
環
境
整
備
を
合

わ
せ
た
事
業
規
制
の
改
善
・
緩
和
に
言
及
し
て
事
務
処
理
の
迅
速
化
の
よ
う
な
「
運
用
の
合
理
化
」
や
「
行
政
指
導
の
改
善
」
を
提

言
、
こ
れ
ら
が
後
の
行
政
手
続
法
制
定
に
つ
な
が
っ
た
（
久
保
田　
二
〇
〇
九
年
：
五
頁
）。

　

米
国
や
英
国
に
お
け
る
新
右
派
の
台
頭
と
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
重
視
の
立
場
に
基
づ
く
市
場
の
自
由
化
や
民
営
化
の
動
き
の
影
響
、

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
国
の
財
政
悪
化
を
反
映
し
て
「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
を
目
指
す
政
府
の
方
針
、
対
日
赤
字
拡
大
を
受
け

た
米
国
の
日
本
市
場
開
放
の
要
求
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
第
二
次
臨
調
後
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
ま
で
の
間
、
三
次
に
わ
た

る
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
（
行
革
審
）
が
設
置
さ
れ
、
経
済
的
規
制
の
緩
和
や
行
政
手
続
法
制
定
の
提
言
な
ど
、
規
制
の
縮
小

と
規
制
を
含
む
行
政
手
続
の
透
明
化
を
目
指
す
答
申
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
か
ら
一
九
九

〇
年
（
平
成
二
年
）
に
か
け
行
わ
れ
た
日
米
構
造
問
題
協
議
を
契
機
と
し
た
「
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の

調
整
に
関
す
る
法
律
」（
大
店
法
）
の
改
正
な
ど
、
規
制
の
縮
小
に
向
け
た
政
策
は
一
層
強
化
さ
れ
た
。

　

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）
よ
り
は
、
第
三
次
行
革
審
の
最
終
答
申
を
受
け
て
、
従
来
の
臨
調
・
行
革
審
の
よ
う
に
内
閣
総
理
大

臣
か
ら
諮
問
を
受
け
こ
れ
に
対
し
て
答
申
す
る
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
、
能
動
的
・
自
律
的
に
監
視
し
調
査
審
議
す
る
こ
と
に
よ
り

独
立
性
や
自
立
性
を
強
く
持
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
行
政
改
革
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
引
き
続
き
、
規
制
緩
和
委
員
会

（
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
一
年
。
一
九
九
九
年
四
月
規
制
改
革
委
員
会
へ
名
称
変
更
。）、
総
合
規
制
改
革
会
議
（
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
四

年
）、
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
（
二
〇
〇
四
年
～
二
〇
〇
五
年
）、
規
制
改
革
会
議
（
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
一
〇
年
）、
行
政
刷

新
会
議
規
制
・
制
度
改
革
に
関
す
る
分
科
会
（
二
〇
一
〇
年
～
二
〇
一
二
年
）、
規
制
改
革
会
議
（
二
〇
一
三
年
～
二
〇
一
六
年
）、
規

制
改
革
推
進
会
議
（
二
〇
一
六
年
～
）
と
い
う
形
で
、
総
理
府
や
内
閣
府
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
い
ず
れ
も
国
家
行
政

組
織
法
第
八
条
に
基
づ
く
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
な
ど
を
受
け
て
規
制
改
革
に
関
す
る
提
言
、
勧
告
と

い
っ
た
成
果
物
を
提
出
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
規
制
改
革
の
推
進
の
体
制
の
下
、
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
制
度
の
一
つ
が
特
別
区
域
（
特
区
）
制
度
で
あ
る
。
そ
の
嚆

矢
で
あ
る
構
造
改
革
特
区
は
、
小
泉
純
一
郎
自
公
連
立
政
権
下
で
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
一
二
月
に
成
立
し
た
構
造
改
革
特

別
区
域
法
に
基
づ
く
。
こ
の
制
度
は
、
民
間
や
地
方
自
治
体
が
規
制
の
特
例
の
企
画
を
国
に
提
案
し
、
総
理
大
臣
の
下
規
制
の
改
廃

（
全
国
展
開
）
か
特
区
で
の
特
例
措
置
と
し
て
の
実
施
か
を
検
討
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
と
し
て

閣
議
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
申
請
者
は
、
方
針
に
沿
い
特
区
計
画
を
総
理
大
臣
に
対
し
て
申
請
、
審
査
を
経
て
特
区
と
し
て
認
定

さ
れ
る
。
特
区
制
度
に
は
、
更
に
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
菅
直
人
内
閣
の
下
で
統
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
き
作
ら
れ
た
総
合

特
別
区
域
、
安
倍
政
権
の
下
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
末
に
成
立
し
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に
基
づ
き
二
〇
一
四
年
（
平
成

二
六
年
）
に
始
め
ら
れ
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
国
家
戦
略
特
区
を
巡
り
二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
年
）
議
論
に

な
っ
た
の
が
、
加
計
学
園
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。

　

加
計
学
園
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
文
献
に
よ
り
そ
の
詳
し
い
経
緯
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
例　

朝
日
新
聞
加
計
学
園
問
題
取
材

班　
二
〇
一
八
年
、
田
中　
二
〇
一
九
年
、
森　
二
〇
一
九
年
）。
こ
の
問
題
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
内
閣
府
の
担
当
部
局
が
、

安
倍
首
相
の
政
権
の
政
治
的
な
意
向
を
受
け
た
と
し
て
、
審
査
を
行
う
所
管
官
庁
で
あ
る
文
部
科
学
省
に
対
し
働
き
か
け
を
行
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
検
討
す
れ
ば
、
制
度
的
に
は
内
閣
を
補
佐
す
る
内
閣
府
が
内
閣
の
首
長
た

る
首
相
の
意
向
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
、
大
学
行
政
を
所
管
す
る
文
部
科
学
省
に
対
し
て
働
き
か
け
を
行
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る）

7
（

。
学
部
設
置
を
含
め
た
獣
医
学
部
に
関
す
る
行
政
に
関
係
す
る
関
係
者
は
、
文
部
科
学
省
、
国
家
戦
略
特
区
を
所
管
す
る
内
閣

府
、
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
り
個
人
的
に
も
加
計
学
園
首
脳
と
長
年
に
わ
た
る
友
人
関
係
に
あ
る
安
倍
晋
三
と
そ
の
事
務
秘
書
官
、
下

村
博
文
な
ど
の
文
部
科
学
大
臣
、
他
の
獣
医
学
部
の
開
設
を
目
指
す
学
校
法
人
（
本
件
で
は
京
都
産
業
大
学
）、
今
治
市
の
よ
う
な
地

方
自
治
体
、
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
や
文
科
省
大
学
審
議
会
の
委
員
の
よ
う
な
諮
問
を
受
け
る
大
学
教
員
な
ど
の
専

門
家
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
、
い
わ
ゆ
る
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
政
策
立
案
に
お
い
て
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機
能
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
お
け
る
政
策
過
程
は
、
第
二
次
安
倍
政
権
に
お
い
て

は
、
国
会
に
お
け
る
自
公
連
立
与
党
の
安
定
的
な
多
数
議

席
と
橋
本
行
革
の
結
果
を
受
け
小
泉
純
一
郎
政
権
以
降
に

確
立
さ
れ
た
内
閣
総
理
大
臣
と
内
閣
官
房
・
内
閣
府
の
制

度
的
な
権
限
を
背
景
に
し
て
、
安
倍
首
相
と
菅
官
房
長
官

以
下
の
官
邸
ス
タ
ッ
フ
が
相
当
程
度
優
位
な
立
場
に
基
づ

い
て
主
導
し
て
き
た
と
言
っ
て
良
い
（
例　

飯
尾　
二
〇
一

九
年
、
竹
中　
二
〇
一
七
年
、
田
中　
二
〇
一
九
年
、
田
崎　
二

〇
一
四
年
、
朝
日
新
聞
加
計
学
園
問
題
取
材
班　
二
〇
一
八
年
、

森　
二
〇
一
九
年
）。
こ
れ
に
対
し
、
大
学
行
政
を
所
管
し

規
制
権
限
を
有
す
る
文
部
科
学
省
は
、
担
当
行
政
部
門
に

お
け
る
専
門
知
識
と
権
限
を
有
す
る
が
、
安
倍
官
邸
と
の

関
係
で
言
え
ば
、
幹
部
人
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
立
場
で
あ
る
。
内
閣
府
は
、
安
倍
首
相
な
ど
の
組

織
の
首
脳
の
支
援
を
受
け
る
に
あ
た
り
特
段
の
問
題
が

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
文
部
科
学
省
は
、
下
村

博
文
な
ど
、
加
計
学
園
と
従
来
交
流
が
あ
っ
た
政
治
家
が

大
臣
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
り
、
同
省
の
首
脳
と
一
体
と

国家戦略特区は、「岩盤規制」と言われる既存規制を突破する「特例措置の創設」と実現した特
例措置を自治体や民間が活用する「個別の事業認定」の二つのプロセスがある。「特例措置の創
設」のための規制緩和提案は、誰でも行うことができ、随時募集している。
規制の特例措置は国家戦略特区のエリア内でのみ活用することが可能で、二つ目の「個別の事
業認定」のプロセスを経て、認定される。
国家戦略特区で行われた規制改革は、全国規模でその成果を享受できるよう、積極的に全国展
開を進めている。

【特例措置の創設】
（1 ）自治体、事業者等提案者から提案
（2 ）民間有識者が主導する特区ワーキンググループが調査・検討
（3 ）必要に応じて特区諮問会議が審議し、各所管大臣の同意を得た上で、対応方針を決定
（4 ）特区法や関係法令等の改正等により、特例措置を実現

【個別の事業認定】
（1 ）事業者を公募し、必要に応じ、専門家や関係省庁を交えた各区域の分科会を開催
（2 ）国、自治体、及び公募事業者で構成する区域会議が区域計画案を策定
（3 ）特区諮問会議がその区域計画案について審議し、総理が認定
（4 ）認定の結果、規制の特例措置等を活用することが可能

表 1　国家戦略特区における意思決定の流れ（内閣府 2022 年）
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1966 年  文部省（当時）が北里大学での獣医学部新設を認める。以来、同省は、獣医学部を新設する
ことは認めず社会的需要の観点から獣医師数を抑制した。

2007 年～  今治市は 15 回にわたり構造改革特区を利用した獣医学部の新設を文部科学省に対し求めた。
同省は、高度専門職業人たる獣医師養成には従前の高度専門職と同様に全国的見地から対応
することが適切として、同市の特区活用による獣医学部の新設を認めず。

2013 年 第 2 次安倍内閣の下で国家戦略特別区域が制度化

2015 年 6 月  内閣府が「現在の提案主体による既存の獣医師養成ではない構想が具体化し、ライフサイエ
ンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになり、かつそれ
らの需要について、既存の大学学部では対応が困難な場合には、近年の獣医師の需要の動向
を考慮しつつ全国的な見地から検討する」（石破 4 条件）ことを閣議決定、獣医学部新設を
募集。

2016 年 1 月 今治市が国家戦略特別区域に指定される。

2016 年 9 月  文部科学省内部文書によれば、藤原豊内閣府審議官が文部科学省の担当課長らに対し 26 日、
「平成 30 年 4 月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し、共有頂きたい」
「これは官邸の最高レベルが言っていること（むしろもっと激しいことを言っている）」と発
言。

2016 年 10 月  政府ヒアリングに対し、京都府と京都産業大学が獣医学部設置構想を提示。

2016 年 11 月  国家戦略特区諮問会議が「広域的に獣医師系学部が存在しない地域に限り」獣医学部の新設
を可能とする法改正の実施を決定。

2017 年 1 月  内閣府が 4 日、今治市で 2018 年 4 月に獣医学部を開設可能な 1 校を募集。同府は 20 日、事
業者として加計学園を選定。

2017 年 3 月  加計学園（岡山理科大学）は 3 月 31 日に文部科学省に設置認可を申請。同学園は、申請前
から土地を取得してボーリング調査を実施し、教員を手配した。

  文部科学省の大学設置審議会は、加計学園の申請の審査において、過大な定員数、閣議決定
時の認可条件（上述）との齟齬部分、実習計画の不透明さ、教員配置等 7 件の是正意見を付
した。加計学園の改善を経た答申の段階においては、8 件の留意事項が付された。

2017 年 7 月  京都産業大学が、HP と記者会見で獣医学部設置構想の断念を公表。

2017 年 11 月  加計学園が、獣医学部の新設を認可された。

2018 年 4 月  加計学園の新設学部が開学。日本国内では 52 年ぶりの獣医学部の新設。

表 2　�加計学園の獣医学部新設に至る経緯（参考　朝日新聞加計学園問題取材班 2018 年、
森 2019 年）
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な
っ
て
政
策
過
程
に
加
わ
る
こ
と
が
難
し
い
時
期
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
内
の
統
一
性
の
問
題
に
加
え
、
政
策
過
程
の
関
係

者
と
し
て
文
部
科
学
省
が
内
閣
府
と
交
渉
す
る
際
の
政
策
資
源
に
着
目
す
る
と
、
文
部
科
学
省
の
側
に
内
閣
府
に
対
し
て
提
供
・
交

換
し
得
る
政
策
資
源
は
、
大
学
行
政
に
関
す
る
専
門
知
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
特
区
制
度
の
よ
う
に
既
存
の
政
策
枠
組
へ
の
変
更

に
強
い
志
向
が
働
く
制
度
に
お
け
る
施
策
の
推
進
は
、
こ
う
い
っ
た
専
門
知
識
に
基
づ
く
既
存
の
行
政
に
対
す
る
懐
疑
的
な
態
度
に

基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
政
策
過
程
に
お
い
て
、
文
部
科
学
省
と
内
閣
府
や
安
倍
首
相
な
ど
の
内
閣
関
係
者

と
の
交
渉
で
は
、
同
省
の
大
学
行
政
に
関
す
る
専
門
知
識
や
専
門
知
識
に
基
づ
く
行
政
の
経
験
は
、
内
閣
府
等
か
ら
価
値
あ
る
政
策

資
源
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
加
計
学
園
に
対
す
る
獣
医
学
部
設
置
の
認
可
の
よ
う
に
、
そ
の
結
果
が
白
黒
は
っ
き
り
し
た

形
で
明
ら
か
に
な
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
政
過
程
を
通
じ
て
あ
い
ま
い
な
形
で
妥
協
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

通
常
一
年
で
交
代
す
る
こ
れ
ま
で
の
大
臣
と
異
な
り
、
安
倍
政
権
は
そ
の
政
権
担
当
期
間
が
長
く
、
先
送
り
に
し
て
抵
抗
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
内
閣
府
に
加
え
て
、
国
家
戦
略
特
区
の
指
定
に
お
い
て
民
間
の
専
門
家
と
し
て
の
承
認
を
与
え
る
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
八
田
達
夫
座
長
は
「
規
制
に
根
拠
が
あ
る
こ
と
は
省
庁
に
立
証
責
任
が
あ
る
」
と
し
て
、
文
部
科
学
省
側
の
立

場
を
認
め
な
か
っ
た
（
朝
日
新
聞
加
計
学
園
問
題
取
材
班　
二
〇
一
八
年
：
三
五
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
政
策
過
程
に
お
い
て
、
文
部
科
学
省
が
内
閣
府
に
対
し
て
対
抗
し
て
議
論
で
き
る
余
地
は
、
あ
ま
り
無

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
加
計
学
園
問
題
に
お
い
て
は
、
安
倍
政
権
下
の
官
邸
主
導
と
い
わ
れ
る
体
制
の
下
、
国
家
戦
略
特
区
と
い
う

一
つ
の
規
制
改
革
の
事
案
に
お
け
る
政
策
判
断
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
所
管
行
政
に
お
け
る
専

門
知
識
や
権
限
と
い
っ
た
政
策
資
源
を
持
っ
て
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
行
動
し
て
い
た
文
部
科
学
省
が
、

そ
の
政
策
資
源
の
有
効
性
を
事
実
上
失
い
、
内
閣
府
に
代
表
さ
れ
る
規
制
改
革
推
進
派
に
押
し
切
ら
れ
て
い
く
構
図
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
政
治
家
に
つ
い
て
は
、
公
式
に
は
安
倍
首
相
と
内
閣
府
の
間
の
直
接
の
指
示
関
係
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い



163

官邸主導の下の規制とガバナンス

る
が
、
同
首
相
は
少
な
く
と
も
国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
の
場
で
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
て
お
り
、
こ
の
規
制
改
革
に
積
極
的

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

獣
医
学
部
が
、
来
年
に
も
五
二
年
ぶ
り
に
新
設
さ
れ
、
新
た
な
感
染
症
対
策
や
先
端
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
を
行
う
獣
医
師
を
育
成
し
ま

す
。
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
を
通
じ
て
、
各
大
学
や
教
育
制
度
全
般
に
良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
尽
力
に

改
め
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。（
朝
日
新
聞
加
計
学
園
問
題
取
材
班　
二
〇
一
八
年
：
二
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
首
相
な
ど
の
関
係
政
治
家
や
内
閣
府
の
強
い
パ
ワ
ー
の
下
、
こ
れ
ら
の
関
係
者
が
他
の
関
係
者
を
圧
倒
し
て
政
策
を

形
成
し
て
い
く
の
が
加
計
学
園
問
題
に
み
ら
れ
る
安
倍
政
権
の
規
制
改
革
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
で
あ
り
、
こ
れ
が
重
要

課
題
に
お
け
る
安
倍
政
権
の
規
制
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
規
定
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

結　

論

　

第
二
次
安
倍
政
権
の
施
政
は
、
そ
の
主
要
課
題
の
政
策
に
お
け
る
安
倍
首
相
と
彼
を
取
り
巻
く
官
房
長
官
、
官
房
副
長
官
、
総
理

大
臣
秘
書
官
と
い
っ
た
、
官
邸
の
政
治
家
と
官
邸
の
主
だ
っ
た
ス
タ
ッ
フ
の
中
に
お
け
る
意
思
決
定
に
よ
り
重
要
な
政
策
事
項
が
決

定
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
重
要
な
政
策
事
項
の
一
例
と
し
て
、
加
計
学
園
の
事
例
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
政
策
展
開
は
、
し
ば
し
ば
官
邸
主
導
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
言
葉
は
、
一
九
九
〇
年
代
頃
よ
り
用
い
ら

れ
て
き
た
政
治
主
導
と
い
う
語
と
と
と
も
に
安
倍
政
権
の
在
り
方
を
規
定
す
る
語
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
に
多
く
用
い
ら
れ
、
政

権
を
特
徴
づ
け
て
き
た
。
そ
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
加
計
学
園
問
題
の
事
例
が
示
す
と
お
り
、
安
倍
首
相
や
内
閣
府
、
い
わ
ば

政
権
の
意
向
を
受
け
た
側
の
圧
倒
的
な
優
位
で
あ
り
、
従
来
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
政
策
資
源
を
持
ち
意
思

決
定
に
参
画
す
る
文
部
科
学
省
、
換
言
す
れ
ば
、
関
連
分
野
を
所
管
す
る
行
政
官
庁
が
、
殆
ど
役
割
を
果
た
さ
な
い
状
況
に
な
っ
て
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い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
圧
倒
的
な
政
権
中
枢
の
意
思
決
定
に
お
け
る
優
位
は
、
既
にGeorge M

ulgan

（2019

）
に
よ
り
「Prim

e M
inisterial 

Executive

」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
他
、「
首
相
支
配
」
な
ど
と
し
て
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
企
業
の
経
営
者
と
首
相
な
ど
の

政
府
幹
部
の
立
ち
位
置
の
対
比
で
論
じ
る
場
合
、
こ
の
状
態
は
経
営
効
率
の
改
善
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
で
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
民
主
主
義
の
在
り
方
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
功
罪
に
つ
い
て
は
、
精
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

規
制
と
い
う
点
で
考
え
る
場
合
、
加
計
学
園
問
題
に
お
け
る
規
制
と
政
治
の
関
係
は
、
日
本
以
外
の
国
で
は
あ
ま
り
現
れ
な
い
よ

う
な
特
徴
が
出
て
い
る
。
欧
州
を
中
心
と
す
る
諸
外
国
で
は
、
規
制
と
い
う
事
務
は
独
立
規
制
機
関
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
場
合
が
多

い
。
そ
の
意
義
の
主
た
る
も
の
は
、
規
制
へ
の
政
治
の
介
入
の
排
除
と
専
門
知
識
に
基
づ
く
専
門
性
の
確
保
で
あ
り
、
政
治
や
行
政

が
規
制
の
執
行
を
巡
っ
て
政
治
的
な
含
蓄
を
組
織
内
で
あ
れ
、
表
立
っ
て
議
論
す
る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
。
政
治
の
関
係
者
の
間
で

規
制
へ
の
明
示
的
な
関
与
が
汚
職
の
疑
惑
を
招
く
リ
ス
ク
で
あ
る
こ
と
が
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
国
外
の
例
え
ば
先
進
国
で
、
汚
職
、
も
し
く
は
汚
職
の
そ
し
り
を
受
け
る
政
治
と
行
政
の
事
案
が
存
在
し
な
い
こ
と
は

意
味
し
な
い
。
が
、
規
制
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
執
行
を
所
管
の
行
政
官
庁
が
直
接
担
当
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
他
の
行
政
官

庁
が
介
入
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
想
定
で
き
な
い
。
独
立
規
制
機
関
の
規
制
の
執
行
が
省
庁
や
政
治
家
か
ら
圧
力
を
受
け
る
の
は
、

独
立
規
制
機
関
が
危
機
に
遭
遇
し
た
場
合
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
介
入
を
政
治
的
に
正
当
化
す
る
理
由
無
く
し
て
圧
力
を
受
け
た
こ

と
が
公
に
な
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
場
合
に
よ
っ
て
は
政
権
を
大
き
く
揺
る
が
す
結
果
と
な
る
。
ま
た
、
独
立
規
制
機
関
は
コ
ア
・
エ

グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
に
は
入
ら
ず
、
政
策
決
定
に
は
関
わ
ら
な
い
。
そ
の
職
員
の
職
業
的
背
景
は
多
様
で
あ
り
、
政
治
的
な
圧
迫
を
受
け

た
と
し
て
も
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
に
悪
影
響
が
及
ぶ
リ
ス
ク
は
、
日
本
ほ
ど
高
く
な
い
場
合
が
多
い
。

　

加
計
学
園
問
題
は
、
広
く
メ
デ
ィ
ア
や
国
会
で
議
論
さ
れ
た
が
、
実
際
問
題
と
し
て
こ
の
問
題
は
必
ず
し
も
重
大
な
課
題
と
し
て

政
府
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
国
家
戦
略
特
区
に
関
す
る
体
制
は
、
そ
の
後
人
事
を
含
め
て
変
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
て
お
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り
、
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
の
よ
う
な
会
議
体
は
、
安
倍
政
権
の
終
了
後
も
変
わ
ら
ず
開
催
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
問
題
が

提
起
し
た
規
制
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
関
係
は
、
単
な
る
「
官
邸
主
導
」
の
発
現
と
い
う
以
上
の
意
義
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
通
じ
て
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
他
に
あ
ま
り
例
を
見
な
い
裁
量
的
な
政
治
意
思
に
よ
り
意
思
決
定
が
行
わ
れ
て
い
く
規
制
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在

り
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
強
固
に
維
持
し
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
構
造
的
要
因
に
よ
る
の
か
、
ど
の
よ

う
な
関
係
者
な
ど
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
要
因
に
よ
る
の
か
、
更
な
る
検
討
が
期
待
さ
れ
る
。

（
1
）　

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、Pierre and 

Peters 2000

、Pierre 2000
、
宮
川
・
山
本　
二
〇
〇
二
年
、
岩
崎
他　
二
〇
〇
三
年
、
岩
崎
・
田
中　
二
〇
〇
六
年
、
大
山　
二
〇
一
〇

年
、
日
本
政
治
学
会　
二
〇
一
四
年
）。

（
2
）　

和
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
3
）　

和
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
4
）　

和
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
5
）　

和
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
6
）　

和
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

（
7
）　

内
閣
府
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
三
条
と
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
の
重
要
政
策
や
国
家
戦
略
特
区
に
関
す
る
総
合
調
整
事
務

を
行
う
。

内
閣
府
設
置
法
（
抄
）

（
任
務
）

第
三
条　

内
閣
府
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

二
、
三　
（
略
）

（
所
掌
事
務
）
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第
四
条　

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
事

項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
十
二
条
第
二
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十　
（
略
）

十
一　

国
家
戦
略
特
別
区
域
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

第
三
項
第
三
号
の
七
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
の
推
進
を
図

る
た
め
の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

十
二
～
三
十
二　
（
略
）

二　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
を
長
と
し
、
前
項
に
規
定
す

る
事
務
を
主
た
る
事
務
と
す
る
内
閣
府
が
内
閣
官
房
を
助
け
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関

し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案

並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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献
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